
資料１

平成24年度 期中の評価及び完了後の評価の結果について（案）

１ 期中の評価

（１）評価の対象とした事業

期中の評価については、採択後５年間未着手、１０年経過時点で未完了及

び直近に期中の評価を実施した年度から起算して５年を経過した時点で継続

中の事業実施地区及び事業採択後に事業実施計画の変更を要するものを対象

として、期中の評価を実施した。

期中の評価の実施地区数

事 業 区 分 評価実施地区数

補 助 事 業 民有林補助治山事業 ５

計 ５

（２）評価の視点

本評価においては、地元の意向を聴取するとともに、①費用対効果分析の算

定基礎となった要因の変化、②森林・林業情勢、農山漁村の状況その他の社会

経済情勢の変化、③事業の進捗状況等について評価を行うとともに、これらに

基づき必要性、効率性及び有効性の観点から総合的かつ客観的に行った。

（３）評価の結果

各事業実施地区ごとの評価結果（案）については、資料２「平成24年度民

有林補助治山事業における期中の評価結果（案）」、のとおりである。
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２ 完了後の評価

（１）評価の対象とした事業

事業完了後おおむね５年を経過した、総事業費１０億円以上の事業実施地

区を対象として、完了後の評価を実施した。

完了後の評価の実施地区数

事 業 区 分 評価実施地区数

独立行政法人事業 緑資源幹線林道事業 １

民有林補助治山事業 １１
補 助 事 業

森 林 整 備 事 業 ２２

計 ３４

（２）評価の視点

費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化、事業効果の発現状況、事

業により整備された施設の管理状況等の項目を点検し、必要性、効率性及び

有効性の観点から総合的かつ客観的に評価を行った。

（３）評価の結果

各事業実施地区ごとの評価結果（案）については、資料３「平成24年度民

有林補助治山事業における完了後の評価結果（案）」、資料４「平成24年度森

林整備事業における完了後の評価結果（案）」及び資料５「平成24年度緑資

源幹線林道事業における完了後の評価結果（案）」のとおりである。
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